
令和４年中の県内電話詐欺の被害件数は「７７」件と前年比にして増加に転じました。令和５年は６月末現在で被害

の認知件数が「２４件」と前年同時期と同数になっており、予断を許さない状況です。やはり、皆様の心がけとしては 

 

を徹底してください。 

 また、県や県警のホームページには、電話詐欺の事件情報が随時更新されているので参考にしてください 
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※凶悪犯～殺人、強盗、放火など 

※粗暴犯～暴行、傷害、脅迫、恐喝など 

※知能犯～詐欺、横領、汚職など 

※風俗犯～賭博、強制わいせつなど 

※その他～公務執行妨害、器物損壊など 

県ホームページは下記ＱＲコ

ード。電話詐欺の情報を随時

更新！ 

電話詐欺チラシはホームペー

ジでダウンロードして印刷可

能です。是非ご活用のほどよ

ろしくお願いします 

※統計データ：山梨県警察本部

より（数値は暫定値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内の犯罪情勢（令和５年上半期の状況） 

電話詐欺被害の情勢（令和５年上半期の状況） 

山梨県 県民生活部 県民生活安全課 甲府市丸の内１-６-１ TEL０５５-２２３-１３５２ 令和５年８月発行 

県内の令和５年上半期の刑法犯認知件数は

1,545 件で、前年より２０４件増加しました。罪種別は

右のグラフのとおりです。見ると分かりますが窃盗犯

が顕著に増加しています。日々発生している犯罪の

中で「窃盗」は最も多い罪種となっています。 

皆様の身近で頻繁に発生する窃盗の対策には 

〇家などの建物の施錠を確実におこなうこと 

〇自転車などの乗り物も確実にカギをすること 

といった基本的なことを再度徹底することが大切で

す。もう一度、皆様で犯罪被害に遭わないための対

策を見直していただければと思います。 

 また、普段の生活で不審な人物（車）などを見かけ

た際には、最寄りの警察署、交番などに通報をするよ

う心がけてください。 

窃盗犯が増えています!! 

電話でお金の話がでたら詐欺！！！ 

 

令和５年１月発行の電話詐欺被害防止チラシ 令和５年７月発行の電話詐欺被害防止チラシ 
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小学生

以下
中学生 高校生

社会人

等

令和４年上半期 59 33 37 49

令和５年上半期 69 19 36 51
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県では、様々な問題に直面している犯

罪被害者等の電話相談窓口である「山

梨県犯罪被害者等総合支援窓口」を開

設し、適切な助言、相談窓口を紹介し

ています。 

 

     

                                      

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                     

 

  

  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

子どもの防犯について（声掛け等事案の発生状況） 

山梨県の犯罪被害者等支援について 

山梨県では、令和４年１２月に「山梨県犯罪被害者等支援条例」を制

定しました。現在は、施策の方針等をまとめた「山梨県犯罪被害者等支

援計画」の策定に向けて取り組んでいます。 

令和５年上半期の山梨県内における「声かけ行為等」の発生は１７５件（前年同期－３件）でした。 

小学生以下の児童が対象となった事案は６９件（前年同期＋１０件）で全対象を見ると小学生以下が大幅に

増加しています。発生時間帯を見ると、午後２時から午後６時までの間が多く、これから夏休みを終えて新学

期が始まりますが、子ども達の防犯について今一度考えてみましょう。 

※「子ども１１０番の家」、コンビニエンスストア等の店舗、何かあった際に逃げ込める場所の把握もご家

庭で確認をしてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 相談時間 

 月曜日～金曜日（祝祭日・年末年始             

    8:30～17:15  を除く） 

 専用電話番号 

  ０５５－２２３－４１８０ 

 ホームページはこちら→ 

☆やまなし性暴力被害者サポートセンター「かいさぽももこ」について 

県では、平成30年4月から、やまなし性暴力被害者サポーター（愛称「かいさぽももこ」）を開設しています。 

「かいさぽももこ」は、性暴力の被害にあわれた方に対し、相談、カウンセリング、支援機関等への付き添いなどの支援

を行っています。 

性暴力相談専用ダイヤル 055-222-5562
こ こ ろ に

   短縮ダイヤル＃8891  

相談受付 : 月曜～金曜 午前９時～午後５時                           

平日午後５時～午前９時、土日、祝日は、国のコールセンターが対応します。 

※相談無料 

※＃８８９１（携帯電話・NTTアナログ固定電話からは無料） 

※０１２０－８８９１－７７（ＮＴＴひかり電話からは無料） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 安全・安心なまちづくり推進会議の開催 

再犯防止啓発月間・社会を明るくする運動強調月間 

令和５年７月２５日（火）には令和元年度以来の対

面により安全・安心なまちづくり推進会議が山梨県立

男女共同参画推進センター大研修室にて開催されまし

た。安全・安心なまちづくり推進会議は行政・県民地域

団体等・事業者団体で構成された会議体であり、安全・

安心なまちづくりの普及・啓発等、相互の連絡や情報

交換を進めることを趣旨として開催されています。今

年度は、県、県警察、県教育委員会の取り組み発表や

「ＮＴＴ東日本山梨支店」や「山梨学院大学ディター

レントクラブ」の防犯に関する取り組みの講演があり、

忌憚のない意見交換が行われました。 

 

 

上野県民生活部長による挨拶 

 ７月は再犯防止啓発月間・社会を明るくする運動強調月間となっており、県

では今年度も様々な事業を実施しました。例年実施している県立図書館との連

携展示やヴァンフォーレ甲府ホームゲームにおけるオーロラビジョンでの広

報、啓発を実施しました。また、その他には山梨県庁別館の南側を更生保護の

シンボルカラーである黄色のライトアップを実施しました。 

 

 

県庁別館ライトアップの様子です 県立図書館の連携展示の様子です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

                    

                                    

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨県県民生活安全課では 

○学校・幼稚園・保育所等での子ども防犯教室 

○自治会の集会や自主防犯ボランティアの集会等の各

種会合での防犯講話（盗難対策や電話詐欺対策等）   

など、職員を派遣して出張講座を行っています。 

ご希望の方は、日程調整の上、ご対応いたしますので、

下記までお気軽にお問い合わせ下さい。 

○お問い合わせ先 

山梨県 県民生活部 県民生活安全課 

人権・生活安全担当  ☎０５５-２２３-１３５２ 

１０月１１日から１０月２０日までの間を「全国地域安全運動」期間と定めています。 

山梨県でも安全・安心なまちづくりの普及啓発の他、県民大会の開催、功績・功労者等への表彰を行ってきました。 

 県民一人ひとりが意識・理解を深め、犯罪に強い社会づくりをしていきましょう。 

 

 

昨年度実施した際の

様子です。 

令和５年度 安全・安心なまちづくり山梨県民大会 

日 時  令和５年１１月１７日（金）午後（予定） 

 ※例年、地域安全運動期間中に実施していたが、今年度は標記日程で開催予定 

 

 

 

 

 山梨県警察では、電話詐欺対策に有効

な「電話詐欺抑止装置」を無償で貸し出

しています。 

電話詐欺抑止装置には 

〇警告メッセージ機能 

〇録音機能（出力可能） 

〇受話器外れ防止機能 

がついています。 

詳しくは、最寄りの警察署や警察本部

生活安全企画課までお問い合わせくだ

さい 

 


